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じ

め

に

地
方
大
意
抄
」
と
い
う
史
料
に
、

公
事
訴
訟
取
計
方
之
儀
は
、
前
々
ゟ
官
府
之

公
裁
明
白
に
御
掟
相
立
有
之
、
右
掟
を
以
取
捌
く
事
に
候
間
差
て
銘
々
の
働
は
入
不
申
、
右

公
裁
之
御
掟
を
委
し
く
覚
候
事
肝
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要
に
御
座
候
、

と
い
う
記
事
が
存
す
る
。
こ
の
記
事
は
、
平
松
義
郎
氏
が
見
出
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
解
説
し
て
「
代
官
の
裁
判
は
「
御
定
書
」・
先

例
の
自
動
的
適
用
に
過
ぎ
な
い
と
教
え
て
い
る
」
と
述
べ
、
判
例
集
や
先
例
に
依
拠
し
な
い
裁
判
を
し
た
「
近
世
初
頭
の
名
奉
行
譚
は

や
が
て
牧
歌
的
な
過
去
と
な
り
（『
世
事
見
聞
録
』）、
先
例
に
よ
る
裁
判
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら

１
）

れ
る
。
こ
の
指

摘
は
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
松
氏
は
右
の
記
事
が
い
つ
頃
の
も
の
で
あ
る
か
を
記
し
て
お
ら
れ
な
い
の

で
、「
先
例
に
よ
る
裁
判
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
」
時
期
に
つ
い
て
は
漠
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
小
野
武
夫
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
七
巻
（
昭
和
三
十
三
年
、
吉
川
弘
文
館
、
一
三
三
〜
一
五
二
頁
）
に
収
載
さ
れ
る

「
地
方
大
意
抄
」
を
み
る
と
、
そ
の
解
題
に
「
著
者
の
氏
名
を
逸
す
、
其
の
記
す
る
所
に
拠
る
に
、
著
者
は
幕
府
地
方
官
（
代
官
か
）

某
の
次
男
に
し
て
」
と
あ
り
、
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
「
年
次
亦
詳
な
ら
ず
」
と
見
え
て
い
る
。
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

或
人
の
問
に
対
し
其
の
父
兄
よ
り
聞
け
る
事
実
に
、
自
己
の
意
見
を
加
へ
答
弁
し
た
る
も
の
と
す
、
即
ち
其
の
事
項
は
農
民
の
取

扱
、
定
免
の
吟
味
、
検
見
取
箇
、
土
地
村
方
の
善
悪
、
新
田
の
開
発
、

起
返
普
請
所
の
取
計
、
年
貢
の
取
立
方
、
公
事
訴
訟
等

の
大
意
な
り
、

序
」
は
ま
た
、「
地
方
大
意
抄
」
の
原
本
は
柳
田
国
男
氏
が
帝
国
農
会
に
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
も
記
し
て
い
る
。

こ
の
小
稿
は
、
本
書
の
著
者
と
著
作
年
次
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
記
事
の
解
釈
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
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一

著
作
の
経
緯

地
方
大
意
抄
」
に
は
「
序
」
が
つ
い
て
い
て
、
著
作
の
経
緯
が
判
明
す
る
。
そ
の
次
第
は
こ
う
で
あ
る
。
あ
る
人
が
著
者
に
「
地

方
取
計
之
大
意
修
練
之
品
」
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
と
懇
請
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
著
者
が
「
年
久
敷
県
官
之
御
役
」
を

勤
め
て
「
地
方
巧
者
之
令
名
」
の
あ
る
家
に
生
ま
れ
、
そ
の
「
老
父
之
側
に
て
」
成
長
し
て
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
に
対
し
て
、

年
来
老
父
よ
り
聞
伝
へ
た
る
品
々
、
且
予
若
年
よ
り
好
て
地
方
に
心
を
委
ね
た
る
事
も
候
得
は
、
足
下
不
審
之
次
第
も
候
は
ゝ
端

を
改
一
々
ヶ
条
を
立
問
給
べ
し
、
予
か
覚
た
る
品
々
は
簡
見
無
残
申
述
べ
し
、

と
応
じ
た
の
で
あ
る
（
同
書
一
三
三
頁
）。
箇
条
書
に
よ
る
質
問
は
左
の
九
項
目
で
あ
り
、
前
掲
記
事
は
第
九
項
公
事
訴
訟
取
捌
之
大
意

の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
文
言
で
あ
る
（
同
書
一
四
九
頁
）。

第
一

民
を
取
扱
候
大
意

第
二

検
見
御
取
箇
附
之
大
意

第
三

定
免
に
申
付
候
節
之
心
配
大
意

第
四

土
地
村
方
之
善
悪
考
合
候
大
意

第
五

新
田
開
発
之
事

起
返
等
之
大
意

第
六

御
普
請
所
取
計
之
大
意

第
七

取
立
方
之
大
意
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第
八

百
姓
之
急
難
有
之
節
取
計
大
意

第
九

公
事
訴
訟
取
計
之
大
意

二

著
者

著
者
は
、
そ
の
記
述
に
し
ば
し
ば
「
老
父
」
を
登
場
さ
せ
る
。
そ
の
内
、
著
者
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
記
事
は
、「
先
年
老
父
西
国

支
配
之
内
、
豊
後
国
友
田
村
と
申
場
所
云
々
（
第
一
項
）」、「
老
父
義
、
享
保
十
九
寅
年
西
国
御
代
官
所
へ
場
所
替
被
仰
付
云
々
（
第
三

項
）」「
老
父
儀
、
西
国
支
配
所
相
勤
候
内
、
種
々
勘
弁
之
上
、
寛
保
元
酉
年
よ
り
百
姓
助
合
穀
と
申
儀
年
々
巨
細
に
心
を
砕
き
世
話
仕

候
（
第
八
項
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
、
著
者
の
父
は
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
西
国
筋
代
官
に
任
じ

ら
れ
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
も
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
著
者
は
本
書
に
兄
も
登
場
さ
せ
、「
老
父
年
来

取
計
之
次
第

兄
取
計
候
趣
平
生
及
見
聞
、
理
に
的
当
仕
候
品
々
、
猶
亦
私
之
存
寄
を
相
加
申
述
候
（
第
九
項
）」
あ
る
い
は
「
兄
九

左
衞
門
も
勿
論
に
て
候
（
第
九
項
）」
と
記
す
。

そ
こ
で
、
九

左
衞
門
の
称
を
も
つ
幕
臣
を
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
以
下
、『
諸
家
譜
』
と
い
う
）
の
な
か
に
捜
す
と
、
岡
田
俊とし
惟ただ
、

そ
の
長
男
俊
博
が
と
も
に
九

左
衞
門
の
称
を
も
ち
、
親
子
そ
ろ
っ
て
代
官
を
勤
め
て

２
）

い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
著
し
く
進
展
し
た
代
官

研
究
の
成
果
を
網
羅
す
る
と
共
に
新
し
い
情
報
を
加
え
て
編
集
さ
れ
た
『
江
戸
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』（
以
下
、『
代
官
人
名
辞
典
』

と
い
う
）
を
繙
く
と
、
次
の
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
享
保
十
九
年
八
月
十
九
日
に
豊
後
国
日
田
へ
場
所
替
と
な
っ
た
の
は
、

親
の
岡
田
九

左
衞
門
俊
惟
で

３
）

あ
る
。
つ
ま
り
、「
老
父
」
と
は
岡
田
俊
惟
、「
兄
九

左
衞
門
」
と
は
岡
田
俊
博
の
こ
と
で
あ
る
。

『
諸
家
譜
』
に
よ
る
と
、
俊
博
に
は
三
人
の
弟
が
い
る
。
す
ぐ
下
の
弟
は
揖
斐
喜
左
衞
門
政
方
の
養
子
と
な
っ
た
政
俊
、
二
番
目
の
弟
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は
兄
俊
博
の
養
子
と
な
っ
て
岡
田
の
家
督
を
継
い
だ
俊とし
澄すみ
、
三
番
目
の
弟
は
桜
井
七
右
衛
門
政
徳
の
養
子
と
な
っ
た
政
朋
で

４
）

あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
地
方
大
意
抄
」
の
著
者
は
、
こ
れ
ら
弟
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。

再
び
『
代
官
人
名
辞
典
』
を
ひ
ら
く
と
、
岡
田
俊
惟
の
長
男
俊
博
は
父
の
跡
を
継
い
で
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
三
月
二
十
一
日

に
豊
後
国
日
田
の
代
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
陸
奥
国
桑
折
陣
屋
の
代
官
か
ら
の
転
任
で
あ
る
。
次
男
揖
斐
政
俊
は
、
実
兄
俊
博
が
西

国
筋
代
官
よ
り
勘
定
吟
味
役
に
転
じ
た
跡
を
襲
い
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
正
月
二
十
一
日
に
西
国
筋
代
官
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後

の
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
七
月
十
一
日
、
西
国
筋
郡
代
に
昇
格

５
）

し
た
。

『
諸
家
譜
』
に
よ
る
に
、
三
男
俊
澄
は
兄
俊
博
の
養
子
と
な
り
、
宝
暦
八
年
九
月
三
日
に
家
督
を
継
ぎ
小
普
請
入
し
た
。
翌
九
年
四

月
よ
り
は
小
姓
組
の
一
員
と
し
て
西
の
丸
、
本
城
に
勤
務
し
、
代
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
四
男
政
朋
は
小
姓
組
の
櫻
井

政
徳
の
養
子
と
な
る
も
、
養
父
に
さ
き
だ
っ
て
死
去
し
て

６
）

い
る
。

こ
れ
ら
三
人
の
経
歴
か
ら
す
る
と
、
次
男
の
揖
斐
政
俊
が
「
地
方
大
意
抄
」
の
著
者
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ

７
）

れ
る
。

三

著
作
年
代

地
方
大
意
抄
」
の
著
作
年
代
も
ま
た
、
そ
の
記
事
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
判
明
す
る
。
老
父
岡
田
俊
惟
は
六
十
歳
前
後
ま
で
は

健
康
に
恵
ま
れ
て
精
力
的
に
仕
事
を
こ
な
し
た
が
、
そ
の
頃
病
気
に
罹
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
次
の
記
事
に
、

老
父
病
気
不
差
起
已
前
は
取
計
方
急
成
御
用
有
之
砌
、
或
は
公
事
訴
訟
吟
味
事
抔
有
之
節
は
三
十
日
も
四
十
日
も
昼
夜
一
向
不
臥

同
然
之
事
も
不
絶
有
之
候
得
共
、
六
十
歳
前
後
迄
は
随
分
丈
夫
に
て
取
続
候
、
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と
記
さ
れ
る
（
第
九
項
）。『
諸
家
譜
』
お
よ
び
『
代
官
人
名
辞
典
』
に
よ
る
と
、
岡
田
俊
惟
は
西
国
筋
代
官
を
二
十
年
余
り
勤
め
あ

げ
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
閏
二
月
二
十
八
日
に
勘
定
吟
味
役
に
す
す
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
昇
進
後
一
年
あ
ま
り
の
同
五
年
四
月
二

十
六
日
に
病
に
よ
り
職
を
辞
し
、
そ
の
翌
六
年
十
一
月
十
九
日
に
逝
去
し
て
し

８
）

ま
う
。
満
六
十
歳
で
あ
る
。
本
書
は
老
父
存
命
中
の
著

作
で
あ
る
か
ら
、
宝
暦
五
年
四
月
以
降
、
翌
六
年
十
一
月
ご
ろ
ま
で
の
成
立
で
あ
る
。

著
者
が
揖
斐
政
俊
で
あ
る
と
す
る
と
、
成
立
年
次
の
幅
を
さ
ら
に
狭
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
男
政
俊
が
揖
斐
家
の
養
子
と
な
る
の

は
、
宝
暦
五
年
十
二
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
を
記
述
し
た
の
は
養
子
に
出
る
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
著
作
時
期
は

宝
暦
五
年
の
四
月
か
ら
十
二
月
の
間
に
求
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
の
著
作
年
代
は
宝
暦
五
年
、
も
し
く
は
そ
れ
か
ら
同

六
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

四

所
載
記
事
の
再
検
討

『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
に
、「
地
方
大
意
抄
」
は
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
七
巻
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
が
唯
一
で
あ
る
。
柳
田
国

男
氏
寄
贈
の
原
本
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
伝
本
も
今
や
知
ら
れ
な
い
。
活
字
と
し
て
後
世
に
残
し
た
小
野
武
夫
氏
の
功
績
大
と
言
う
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
度
、「
地
方
大
意
抄
」
の
著
者
と
著
作
年
代
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
事
を
活
用
し
や
す
く
な

９
）

っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
平
松
氏
は
前
掲
記
事
の
「
右
掟
を
以
取
捌
く
事
に
候
間
差
て
銘
々
の
働
は
入
不
申
」
の
部
分
を
「「
御
定
書
」・

先
例
の
自
動
的
適
用
に
過
ぎ
な
い
」
と
解
説
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
右
掟
」
を
「「
御
定
書
」・
先
例
」
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
右
掟
」
と
は
、「
前
々
ゟ
官
府
之
公
裁
明
白
に
御
掟
相
立
有
之
」
の
「
御
掟
」
で
あ
り
、「
公
裁
之
御
掟
を
委
し
く
覚
候
事
肝
要
に
御
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座
候
」
の
「
公
裁
之
御
掟
」
の
こ
と
で
も
あ
る
。
筆
者
は
「
公
裁
之
御
掟
」
を
「「
御
定
書
」・
先
例
」
と
解
す
る
よ
り
も
、
具
体
的
な

幕
府
制
定
法
す
な
わ
ち
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
と
解
す
る
ほ
う
が
当
時
の
実
情
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
記
事
の
書
き
ざ
ま
に
も
合
致
す
る

と
考
え
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
幕
府
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
四
月
、「
公
事
方
御
定
書
」
を
制
定
し
た
。
近
事
、
幕
府
は
「
公
事
方
御
定
書
」

と
同
時
に
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」
と
い
う
法
典
を
制
定
し
た
こ
と
が
判
明

10
）

し
た
。「
公
事
訴
訟
取
捌
」
は
、
吟
味
筋
（
今
日
の
刑
事
訴
訟

に
ほ
ぼ
相
当
）
の
み
な
ら
ず
出
入
筋
（
今
日
の
民
事
訴
訟
に
ほ
ぼ
相
当
）
を
裁
く
実
体
法
規
を
多
数
含
み
、
一
四
項
目
四
二
一
条
で
構
成

さ
れ
る
。「
公
事
訴
訟
取
捌
」
は
出
入
筋
を
裁
く
法
文
二
一
六
箇
条
を
、
国
郡
境
論
、
山
野
入
会
村
境
論
、
魚
猟
海
川
境
論
、
田
畑
埜

論
、
堤
井
堰
用
水
論
、
証
拠
証
跡
用
不
用
、
馬
継
河
岸
場
市
場
論
、
跡
式
養
子
離
別
後
住

引
取
人
、
寺
社

離
壇
出
入
、
質
田
畑

論
、
借
金
家
質
出
入
、
奉
公
人
出
入
の
一
二
項
目
に
分
類
し
て
収
載
す
る
。
吟
味
筋
に
か
か
わ
る
法
文
は
、
最
終
項
目
の
裁
許
破
掟
背

其
外
御
仕
置
者
大
概
に
一
九
二
箇
条
を
定
め
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
法
文
一
三
箇
条
を
冒
頭
の
公
事
訴
訟
取
捌
と
い
う
項
目
に
配
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」
に
は
、
訴
訟
手
続
を
は
じ
め
と
し
て
、
出
入
筋
、
吟
味
筋
に
対
応
す
る
た
め
の
大
方
の
法

規
が
整
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
地
方
大
意
抄
」
の
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
法
規
を
「
委
し
く
覚
候
事
肝
要
」
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。公

事
訴
訟
取
捌
」
は
、
三
八
一
条
の
法
文
を
も
つ
「
評
定
所
御
定
書
」
と
い
う
幕
府
法
を
増
補
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。「
評
定
所

御
定
書
」
は
、
公
事
方
勘
定
奉
行
が
責
任
者
と
な
っ
て
評
定
所
留
役
な
ど
の
実
務
家
が
取
り
ま
と
め
た
と
考
え
ら
れ
、
元
文
二
年
（
一

七
三
七
）
十
月
に
幕
府
法
と
し
て
公
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
京
、
大
坂
の
町
奉
行
所
を
は
じ
め
と
し
て
奈
良
以
下
の
遠
国
奉
行
所
、
お

よ
び
全
国
各
地
を
治
め
る
代
官
の
役
所
に
通
達
さ
れ
た
。「
公
事
訴
訟
取
捌
」
も
ま
た
遠
国
奉
行
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
郡
代
・
代
官

に
ま
で
も
広
く
周
知
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
公
事
方
御
定
書
」
が
三
奉
行
限
り
の
秘
密
法
と
さ
れ
た
の
と
は
、
お
お
い
に
異
な
っ
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て
い
る
の
で

11
）

あ
る
。

地
方
大
意
抄
」
の
成
立
を
宝
暦
五
年
な
い
し
六
年
と
す
る
な
ら
ば
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
制
定
か
ら
は
一
二
年
な
い
し
一
三
年
後

で
あ
る
。「
評
定
所
御
定
書
」
が
幕
府
法
と
し
て
公
認
さ
れ
た
時
点
か
ら
数
え
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
一
七
年
な
い
し
一
八
年
が
経
過
し

て
い
る
。
前
掲
記
事
が
「
前
々
ゟ
…
…
御
掟
相
立
有
之
」
と
記
す
に
十
分
な
年
数
で
あ
る
。
ま
た
、「
官
府
之
公
裁
明
白
に
御
掟
相
立
」

と
記
す
の
は
、
こ
れ
を
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
と
い
う
具
体
的
な
制
定
法
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
と
解
し
て
違
和
感
を
覚
え
な
い
。

む

す

び

右
の
解
釈
が
的
を
射
て
い
る
な
ら
ば
、「
先﹅
例﹅
に
よ
る
裁
判
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
平
松
氏
の
指
摘
は
、
こ
れ
を
「
制﹅

定﹅
法﹅
に
よ
る
裁
判
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
読
み
替
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
制
定
法
に
よ
る
裁
判
が
支
配
す
る

よ
う
に
な
る
」
の
は
、「
評
定
所
御
定
書
」
の
公
認
お
よ
び
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
制
定
が
契
機
と
な
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

地
方
大
意
抄
」
の
著
者
と
著
作
年
次
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
そ
の
記
事
に
関
し
て
新
た
な
解
釈
が
可
能
と
な

っ
た
。
大
方
の
御
批
正
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。

１
）

平
松
義
郎
「
近
世
法
」『
江
戸
の
罪
と
罰
』
六
〇
頁
、
昭
和
六
十
三
年
、
平
凡
社
（
平
凡
社
選
書
一
一
八
、
初
発
表
は
、
昭
和
五
十
一
年
）。

２
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
九
、
二
五
六
〜
二
五
七
頁
、
昭
和
四
十
一
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。

３
）

村
上
直
・
和
泉
清
司
・
佐
藤
孝
之
・
西
沢
敦
男
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』
一
一
三
〜
一
一
五
頁
、
平
成
二
十
七
年
、
東
京
堂
出
版
。

４
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
九
、
二
五
七
頁
。

５
）
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』
六
六
・
一
一
五
頁
。
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６
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
九
、
二
五
七
頁
、
同
第
十
五
、
一
六
九
頁
。

７
）

親
子
兄
弟
三
代
に
わ
た
る
岡
田
俊
惟
、
岡
田
俊
博
、
揖
斐
政
俊
の
、
西
国
筋
代
官
、
同
郡
代
と
し
て
の
動
静
は
、『
日
田
市
史
』（
日
田
市
編
刊
、
平

成
二
年
）
に
詳
し
い
（
同
書
二
四
〇
〜
二
五
九
頁
）。

８
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
九
、
二
五
六
頁
、『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』
一
一
四
頁
。

９
）

地
方
大
意
抄
」
は
、
二
十
年
餘
の
長
期
に
わ
た
っ
て
西
国
筋
代
官
を
勤
め
た
老
父
、
す
な
わ
ち
岡
田
俊
惟
の
治
績
を
随
所
に
記
す
。『
日
田
市
史
』

の
記
述
を
増
補
す
る
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
本
書
は
ま
た

左
に
数
例
を
示
す
よ
う
に

牧
民
官
の
考
え
方
や
姿
勢
を
率
直
に
語
っ
て
お
り
、

代
官
研
究
の
史
料
と
し
て
興
味
深
い
。

・
都
て
百
姓
は
十
人
之
内
八
九
人
迄
は
愚
痴
成
者
に
候
得
は
云
々
、（
第
一
項
）

・
取
立
方
之
儀
は
無
油
断
可
成
た
け
一
日
も
早
く
取
立
儀
宜
候
、（
第
七
項
）

・
百
姓
と
申
者
は
全
体
覚
悟
薄
く
思
慮
分
別
無
之
も
の
に
候
故
、
先
つ
十
人
之
内
七
八
人
迄
は
餘
り
物
を
貯
不
申
候
、（
第
八
項
）

・
御
掟
を
委
敷
存
候
得
は
如
何
様
之
悪
事
を
な
し
候
得
ば
、
ど
の
様
の
科
に
逢
ひ
候
と
申
義
、
百
姓
共
高
を
括
り
候
も
の
に
て
候
、
依
之
聖
人
の
教
に
も

民
に
は
し
ら
し
む
べ
か
ら
ず
と
有
之
候
（
第
九
項
）

10
）

高
塩
博
「「
評
定
所
御
定
書
」
と
「
公
事
訴
訟
取
捌
」

公
事
方
御
定
書
」
に
並
ぶ
も
う
一
つ
の
幕
府
法

論
考
篇
」『
國
學
院
法
學
』
五
三
巻

四
号
、
平
成
二
十
八
年
。
以
下
の
記
述
は
本
稿
に
基
づ
く
。

11
）

代
官
が
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
を
所
持
し
た
事
例
は
、
右
の
拙
文
六
四
頁
参
照
。
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